
 

旧上白根中学校後利用サウンディング型市場調査 実施要領 
 
 
 
 
 
※  サウンディング型市場調査とは、市有地等の活用検討の早い段階で、その活用方法について事業者
の皆様から広く御意見・御提案いただく「対話」を通して、利活用の可能性を確認するために実施す
る調査のことです。 

 
１ サウンディング（対話）の概要及び申込み方法等 
 
●サウンディング（対話）の実施方法（アイデア及びノウハウの保護のため、対話は個別に行いま

す。） 
【日  時】令和８年１月 26日（月）から令和８年１月 30日（金）まで 
【会  場】横浜市庁舎及び旭区役所会議室 
【対 象 者】旧上白根中学校の活用事業に関心のある法人又は法人のグループ等 
【実施方法】直接対話（１団体あたり１時間以内で実施予定） 

※事前に「ヒアリングシート」を提出いただき、シートを活用して対話を行います。 
※ご希望により、オンライン（Teams（チームズ）を利用予定）による対話も可能です。 
  

※現地見学会の開催（参加希望の皆様へ同時に実施します。） 

サウンディング（対話）実施前に、現地見学会を開催します。 
  【日時】令和７年 12月 19日（金）14 時 00分～16時 00分 

【場所】旧上白根中学校（旭区上白根町 868番地） 
※参加希望の方は、サウンディングの参加と併せてお申し込みください。 
※駐車場の数に限りがありますので、お車でお越しの場合は１事業者につき１台のみ敷地 

内に駐車可能です。２台以上でお越しの場合は、周辺道路など駐車場以外の場所に駐車する 

ことのないようご注意ください。。 

※現地見学会に参加されない場合でも、対話への参加は可能です。 
 
 
●サウンディング（対話）の参加申込 

 「エントリーシート」（様式１）を記入し、Ｅメールへ添付の上、お申し込みください。 
【申込期間】令和７年 11月 17日（月）から令和７年 12月 12日（金）午後５時まで 

【申 込 先】旭区区政推進課 

Ｅメールアドレス：as-kikaku@city.yokohama.lg.jp 

※メール件名は【対話参加申込】としてください。 

※オンラインでの対話を希望される場合、事前に接続テストを行います。 

 
●サウンディング（対話）資料の提出 

「３ 後利用の基本的な考え方」をご確認いただき、可能な範囲で「事前ヒアリングシート」（様式

２）を記入し、Ｅメールへ添付の上、ご提出ください。 

【提出期限】対話実施日の５営業日前まで 
【提 出 先】旭区区政推進課 

Ｅメールアドレス：as-kikaku@city.yokohama.lg.jp  
※メール件名は【ヒアリングシート提出】としてください。 

横浜市では、旧上白根中学校（旭区上白根町土地）の有効活用を検討しています。 

今回、サウンディング型市場調査として、企業をはじめとする民間事業者等の皆様に、参入意向・活

用アイデア等をお聞きする「対話」を実施し、地域のニーズに対応する利活用の可能性を調査します。 
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（サウンディング実施後、公募に向けた庁内検討を行うため、公募開始まで時間を要する場合がありま

す） 

 

 

２ 対象地の基本情報  
 概要は次のとおりです。位置図・案内図は資料１、平面図は資料２をご確認ください。 

 

（１）土地の情報 

所 在 旭区上白根町 868番地 

交 通 ア ク セ ス JR横浜線「中山」駅からバス「市営集会場前」下車 徒歩２分 

地 目 ・ 地 積 学校用地 ・ 15,040㎡（公簿） 

都 市 計 画 に よ る 

制 限 

用途地域：第一種中高層住居専用地域（建ぺい率：60％ 容積率：150%） 

高度地区：第三種高度地区 

現 況 等 校舎・体育館・プール等が現存 

そ の 他 なし  

※ 都市計画による制限内容、建築基準法上の道路種別等は、横浜市行政地図情報提供システム内

の「ｉ－マッピー」（まちづくり地図情報）で確認してください。 
＜横浜市行政地図情報提供システム URL＞ https://wwwm.city.yokohama.lg.jp/yokohama/Portal  

 
（２）建物の情報 

校 舎 棟 

構 造 鉄筋コンクリート造４階建 

床 面 積 約 6,356 ㎡ 

建 物 高 さ 17.91m（高さの特例許可あり） 

し ゅ ん 工 昭和 45 年度（耐震補強済み） 

体 育 館 

構 造 鉄骨造２階建て 

床 面 積 約 740㎡ 

し ゅ ん 工 昭和 46 年度（耐震補強済み） 

 ※ 上記のほか、プール、物置等が複数棟、防球ネット等の工作物及び立木等があります。 
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３ 後利用の基本的な考え方 
 

次のアンケート調査結果を踏まえて、民間事業者等による活用について、御意見・御提案いただきた

いと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）アンケート調査結果に対応した提案 

上記アンケート調査結果を踏まえて、どのような施設や機能による後利用が考えられるか、ご検討

ください。旧上白根中学校の跡地の有効活用を図るとともに、周辺の環境との調和に配慮し、地域に

貢献できる事業内容を求めています。また、地域の活性化へ向けてどのようなことが考えられるかを

お聞かせください。 

 

※ 第一種中高層住居専用地域に建築することができる建築物のご提案をお願いします。 

 

（２）地域防災拠点（避難所）としての指定 

付帯的用途・機能として最もニーズが高かった地域防災拠点の機能を残した後利用を条件としま

す。地域防災拠点とは、横浜市内で１か所でも、震度５強以上の地震を観測した場合に開設される、

避難生活を送る場所のことです。あらかじめ、市立学校等から、本市が指定しています。資料４「地

域防災拠点の要件」について、発災時に提供できる範囲や平時から設置する設備等について確認させ

てください。また、地域防災拠点全体についてのご不明な点があればお聞かせください。 

 

（３）地域との連携に関するアイデアについて 

地域活動への参加や、地域住民と交流するための取組について、御回答ください。 

（例：地域交流イベントの実施、地域行事の運営や場所提供等の協力 等） 

 

 

 

 

 

※「旧上白根中学校の後利用に関するアンケート調査」結果 

令和６年 10 月～11 月に、旧上白根中学校の通学対象区域（上白根町の一部）を対象とし

て「旧上白根中学校の後利用に関するアンケート調査」を実施しました（詳細は資料３参照）。 

・主用途として望ましいと思われる用途・機能は、多いものから順に「老人ホームなどの 

福祉施設」（42.5%）、「共同住宅」（16.2%）、「教育施設」（12%）となりました。 

・付帯的用途として望ましいと思われる用途・機能は、多いものから順に「地域防災拠点」 

（49.9%）、「地域交流スペース」（45.7%）、「店舗」（39.1%）、「飲食店」（20.2%）となりまし 

た。 

価格については、今後実施する不動産鑑定等を基に算出するため、現時点でお示しすることができ

ません。なお、不動産鑑定は、公募時の土地利用条件を踏まえて実施します。 

※ 価格に関する参考情報（本市の過去事例） 

① 土地貸付・建物売却の事例（旧庄戸中学校（栄区、令和４年度実施）） 

土地貸付料（月額）1,315,357円、建物売却価格 65,846,000円 

② 土地・建物売却の事例（並木第三小学校、（金沢区、平成 22年度実施）） 

土地売却価格 1,277,548,315 円、建物売却価格 42,600,000 円 
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４ 留意事項 

（１）参加の扱い 

サウンディング（対話）への参加実績は、今後の対象地での公募等に際し、優位性を持つものでは

ありません。 

（２）対話内容の扱い 

対話内容は、今後の公募に向けた検討の参考とさせていただきます。ただし、双方の発言とも、あ

くまで対話時点の想定のものとし、何ら約束をするものではありません。 

（３）サウンディング（対話）に関する費用及び説明資料の提出 

ア サウンディング（対話）への参加に要する費用は、参加いただいた民間事業者等の御負担とさせ

ていただきます。 

イ 説明資料の提出は求めません。ただし、必要と考えられる場合は、御持参ください。 

（４）追加サウンディング（対話）への協力 

必要に応じて、メール・電話等による追加サウンディング（対話）を実施させていただくことがあ

りますので、御協力をお願いします。 

（５）実施結果の公表 

ア 実施結果については、概要をホームページ等で公表します。 

イ 参加された民間事業者等の名称は公表しません。 

ウ 公表にあたっては、参加された民間事業者等にあらかじめ内容の確認を行います。 

（６）参加除外条件 

次のいずれかに該当する場合は、サウンディング（対話）に参加することができません。 

ア 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147号）第８条第２

項第１号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主宰者その他の構成員又は当該構成員

を含む団体 

イ 横浜市暴力団排除条例（平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号）第２条第２号に規定する暴力

団、同条第４号に規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条

例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者（法人その他の団体にあ

っては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。）が暴

力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。） 

ウ 神奈川県暴力団排除条例（平成 22年神奈川県条例第 75号）第 23条第１項又は第２項に違反

している事実がある者 

 

５ 担当及び連絡先 

 
 

課 ・ 担 当 横浜市旭区区政推進課 岩間、佐藤 

所 在 〒241-0022 横浜市旭区鶴ケ峰 1-4-12 

電 話 番 号  045-954-6027 

E - m a i l as-kikaku@city.yokohama.lg.jp 

課 ・ 担 当 横浜市財政局ファシリティマネジメント推進課 小林、菓子 

所 在 〒231-0005 横浜市中区本町 6-50-10 

電 話 番 号  045-671-2273 

E - m a i l za-haiko@city.yokohama.lg.jp 



 

 

旧上白根中学校 位置図・案内図 

 

位置図 
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資料１ 

対象地 

対象地 



案内図・配置図・概要案内図・配置図・概要案内図・配置図・概要案内図・配置図・概要案内図・配置図・概要案内図・配置図・概要案内図・配置図・概要 1/500　1/500　1/500　1/500　1/500　1/500　1/500　Ａ－０６Ａ－０６Ａ－０６Ａ－０６Ａ－０６Ａ－０６Ａ－０６

　年　月　日　年　月　日　年　月　日　年　月　日　年　月　日　年　月　日　年　月　日 時　分打ち出し時　分打ち出し時　分打ち出し時　分打ち出し時　分打ち出し時　分打ち出し時　分打ち出し06060606060606 09090909090909 17171717171717 3939393939393904040404040404

１．　設計図中に特記なき事項は鉄筋コンクリート校舎設計図及び、備品関係標準図（Ｆ・１シリーズ）に依る。１．　設計図中に特記なき事項は鉄筋コンクリート校舎設計図及び、備品関係標準図（Ｆ・１シリーズ）に依る。１．　設計図中に特記なき事項は鉄筋コンクリート校舎設計図及び、備品関係標準図（Ｆ・１シリーズ）に依る。１．　設計図中に特記なき事項は鉄筋コンクリート校舎設計図及び、備品関係標準図（Ｆ・１シリーズ）に依る。１．　設計図中に特記なき事項は鉄筋コンクリート校舎設計図及び、備品関係標準図（Ｆ・１シリーズ）に依る。１．　設計図中に特記なき事項は鉄筋コンクリート校舎設計図及び、備品関係標準図（Ｆ・１シリーズ）に依る。１．　設計図中に特記なき事項は鉄筋コンクリート校舎設計図及び、備品関係標準図（Ｆ・１シリーズ）に依る。

２．　天井材の張り替え部分は全て下地共撤去後、軽鉄天井下地新設（ホールインアンカー共）及び仕上げ材２．　天井材の張り替え部分は全て下地共撤去後、軽鉄天井下地新設（ホールインアンカー共）及び仕上げ材２．　天井材の張り替え部分は全て下地共撤去後、軽鉄天井下地新設（ホールインアンカー共）及び仕上げ材２．　天井材の張り替え部分は全て下地共撤去後、軽鉄天井下地新設（ホールインアンカー共）及び仕上げ材２．　天井材の張り替え部分は全て下地共撤去後、軽鉄天井下地新設（ホールインアンカー共）及び仕上げ材２．　天井材の張り替え部分は全て下地共撤去後、軽鉄天井下地新設（ホールインアンカー共）及び仕上げ材２．　天井材の張り替え部分は全て下地共撤去後、軽鉄天井下地新設（ホールインアンカー共）及び仕上げ材

　の新設を行うものとする。　の新設を行うものとする。　の新設を行うものとする。　の新設を行うものとする。　の新設を行うものとする。　の新設を行うものとする。　の新設を行うものとする。

３．　床材の張り替え部分はは全て下地のケレン清掃を行うものとする。３．　床材の張り替え部分はは全て下地のケレン清掃を行うものとする。３．　床材の張り替え部分はは全て下地のケレン清掃を行うものとする。３．　床材の張り替え部分はは全て下地のケレン清掃を行うものとする。３．　床材の張り替え部分はは全て下地のケレン清掃を行うものとする。３．　床材の張り替え部分はは全て下地のケレン清掃を行うものとする。３．　床材の張り替え部分はは全て下地のケレン清掃を行うものとする。

４．　塗装替え部分は全て下地調整を行うものとし、穴埋め、パテ飼い、サンダー掛け等とする。４．　塗装替え部分は全て下地調整を行うものとし、穴埋め、パテ飼い、サンダー掛け等とする。４．　塗装替え部分は全て下地調整を行うものとし、穴埋め、パテ飼い、サンダー掛け等とする。４．　塗装替え部分は全て下地調整を行うものとし、穴埋め、パテ飼い、サンダー掛け等とする。４．　塗装替え部分は全て下地調整を行うものとし、穴埋め、パテ飼い、サンダー掛け等とする。４．　塗装替え部分は全て下地調整を行うものとし、穴埋め、パテ飼い、サンダー掛け等とする。４．　塗装替え部分は全て下地調整を行うものとし、穴埋め、パテ飼い、サンダー掛け等とする。

１） 施工に先立ち管轄消防署へ工事の消防計画届出書を提出し、消火器の設備等の代替え処置を行う事。１） 施工に先立ち管轄消防署へ工事の消防計画届出書を提出し、消火器の設備等の代替え処置を行う事。１） 施工に先立ち管轄消防署へ工事の消防計画届出書を提出し、消火器の設備等の代替え処置を行う事。１） 施工に先立ち管轄消防署へ工事の消防計画届出書を提出し、消火器の設備等の代替え処置を行う事。１） 施工に先立ち管轄消防署へ工事の消防計画届出書を提出し、消火器の設備等の代替え処置を行う事。１） 施工に先立ち管轄消防署へ工事の消防計画届出書を提出し、消火器の設備等の代替え処置を行う事。１） 施工に先立ち管轄消防署へ工事の消防計画届出書を提出し、消火器の設備等の代替え処置を行う事。

３） 材料の搬出入に使用する廊下、階段は養生（ベニヤ）を行う事。３） 材料の搬出入に使用する廊下、階段は養生（ベニヤ）を行う事。３） 材料の搬出入に使用する廊下、階段は養生（ベニヤ）を行う事。３） 材料の搬出入に使用する廊下、階段は養生（ベニヤ）を行う事。３） 材料の搬出入に使用する廊下、階段は養生（ベニヤ）を行う事。３） 材料の搬出入に使用する廊下、階段は養生（ベニヤ）を行う事。３） 材料の搬出入に使用する廊下、階段は養生（ベニヤ）を行う事。

を設ける事。を設ける事。を設ける事。を設ける事。を設ける事。を設ける事。を設ける事。

６） その他職員児童等出入口上部はベニヤ養生とし、植栽等で養生を必要とするものはシート養生を行う事。６） その他職員児童等出入口上部はベニヤ養生とし、植栽等で養生を必要とするものはシート養生を行う事。６） その他職員児童等出入口上部はベニヤ養生とし、植栽等で養生を必要とするものはシート養生を行う事。６） その他職員児童等出入口上部はベニヤ養生とし、植栽等で養生を必要とするものはシート養生を行う事。６） その他職員児童等出入口上部はベニヤ養生とし、植栽等で養生を必要とするものはシート養生を行う事。６） その他職員児童等出入口上部はベニヤ養生とし、植栽等で養生を必要とするものはシート養生を行う事。６） その他職員児童等出入口上部はベニヤ養生とし、植栽等で養生を必要とするものはシート養生を行う事。

７．　仮設計画（仮設計画図を併せて参照の事）７．　仮設計画（仮設計画図を併せて参照の事）７．　仮設計画（仮設計画図を併せて参照の事）７．　仮設計画（仮設計画図を併せて参照の事）７．　仮設計画（仮設計画図を併せて参照の事）７．　仮設計画（仮設計画図を併せて参照の事）７．　仮設計画（仮設計画図を併せて参照の事）

８．　躯体はつり作業の際、電気設備埋設配管等に注意する事。８．　躯体はつり作業の際、電気設備埋設配管等に注意する事。８．　躯体はつり作業の際、電気設備埋設配管等に注意する事。８．　躯体はつり作業の際、電気設備埋設配管等に注意する事。８．　躯体はつり作業の際、電気設備埋設配管等に注意する事。８．　躯体はつり作業の際、電気設備埋設配管等に注意する事。８．　躯体はつり作業の際、電気設備埋設配管等に注意する事。

　その他不明箇所は監督員の指示に依る。　その他不明箇所は監督員の指示に依る。　その他不明箇所は監督員の指示に依る。　その他不明箇所は監督員の指示に依る。　その他不明箇所は監督員の指示に依る。　その他不明箇所は監督員の指示に依る。　その他不明箇所は監督員の指示に依る。

５） 工事場所の外部足場外周は防音パネル張りとし、足場最上部は雨天作業の為に仮設屋根（ビニールシート）５） 工事場所の外部足場外周は防音パネル張りとし、足場最上部は雨天作業の為に仮設屋根（ビニールシート）５） 工事場所の外部足場外周は防音パネル張りとし、足場最上部は雨天作業の為に仮設屋根（ビニールシート）５） 工事場所の外部足場外周は防音パネル張りとし、足場最上部は雨天作業の為に仮設屋根（ビニールシート）５） 工事場所の外部足場外周は防音パネル張りとし、足場最上部は雨天作業の為に仮設屋根（ビニールシート）５） 工事場所の外部足場外周は防音パネル張りとし、足場最上部は雨天作業の為に仮設屋根（ビニールシート）５） 工事場所の外部足場外周は防音パネル張りとし、足場最上部は雨天作業の為に仮設屋根（ビニールシート）

６．　施工に当たっては事前に学校長、監督員と協議の上工程表を作成し、承諾を受けるものとする。６．　施工に当たっては事前に学校長、監督員と協議の上工程表を作成し、承諾を受けるものとする。６．　施工に当たっては事前に学校長、監督員と協議の上工程表を作成し、承諾を受けるものとする。６．　施工に当たっては事前に学校長、監督員と協議の上工程表を作成し、承諾を受けるものとする。６．　施工に当たっては事前に学校長、監督員と協議の上工程表を作成し、承諾を受けるものとする。６．　施工に当たっては事前に学校長、監督員と協議の上工程表を作成し、承諾を受けるものとする。６．　施工に当たっては事前に学校長、監督員と協議の上工程表を作成し、承諾を受けるものとする。

４） 外部養生に就いてはクレーン等進入路並びに作業所には鉄板厚２２mmを敷き詰める事。４） 外部養生に就いてはクレーン等進入路並びに作業所には鉄板厚２２mmを敷き詰める事。４） 外部養生に就いてはクレーン等進入路並びに作業所には鉄板厚２２mmを敷き詰める事。４） 外部養生に就いてはクレーン等進入路並びに作業所には鉄板厚２２mmを敷き詰める事。４） 外部養生に就いてはクレーン等進入路並びに作業所には鉄板厚２２mmを敷き詰める事。４） 外部養生に就いてはクレーン等進入路並びに作業所には鉄板厚２２mmを敷き詰める事。４） 外部養生に就いてはクレーン等進入路並びに作業所には鉄板厚２２mmを敷き詰める事。

ＨＨＨＨＨＨＨ

工事工事工事工事工事工事工事

種別種別種別種別種別種別種別

用途用途用途用途用途用途用途

番号番号番号番号番号番号番号

建物種建物種建物種建物種建物種建物種建物種

類番号類番号類番号類番号類番号類番号類番号
建物固有番号建物固有番号建物固有番号建物固有番号建物固有番号建物固有番号建物固有番号 施設番号施設番号施設番号施設番号施設番号施設番号施設番号

図面種図面種図面種図面種図面種図面種図面種

類番号類番号類番号類番号類番号類番号類番号
図面固有番号図面固有番号図面固有番号図面固有番号図面固有番号図面固有番号図面固有番号

特殊特殊特殊特殊特殊特殊特殊

記号記号記号記号記号記号記号

工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名

番　号番　号番　号番　号番　号番　号番　号

図　面図　面図　面図　面図　面図　面図　面

局　長局　長局　長局　長局　長局　長局　長 部　長部　長部　長部　長部　長部　長部　長 課　長課　長課　長課　長課　長課　長課　長 係　長係　長係　長係　長係　長係　長係　長 係　員係　員係　員係　員係　員係　員係　員

年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日

縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺

設　計　者設　計　者設　計　者設　計　者設　計　者設　計　者設　計　者

横 浜 市 建 築 設 計 協 同 組 合横 浜 市 建 築 設 計 協 同 組 合横 浜 市 建 築 設 計 協 同 組 合横 浜 市 建 築 設 計 協 同 組 合横 浜 市 建 築 設 計 協 同 組 合横 浜 市 建 築 設 計 協 同 組 合横 浜 市 建 築 設 計 協 同 組 合
一級建築士登録　第３７６１６号　　　金子　義久一級建築士登録　第３７６１６号　　　金子　義久一級建築士登録　第３７６１６号　　　金子　義久一級建築士登録　第３７６１６号　　　金子　義久一級建築士登録　第３７６１６号　　　金子　義久一級建築士登録　第３７６１６号　　　金子　義久一級建築士登録　第３７６１６号　　　金子　義久

理事長理事長理事長理事長理事長理事長理事長

（株）横浜設計事務所（株）横浜設計事務所（株）横浜設計事務所（株）横浜設計事務所（株）横浜設計事務所（株）横浜設計事務所（株）横浜設計事務所

一　般　事　項一　般　事　項一　般　事　項一　般　事　項一　般　事　項一　般　事　項一　般　事　項

案　内　図案　内　図案　内　図案　内　図案　内　図案　内　図案　内　図

５．　金属製建具等は製作に先立ち施工計画書及び施工図を提出し、承諾を得た後に製作する。５．　金属製建具等は製作に先立ち施工計画書及び施工図を提出し、承諾を得た後に製作する。５．　金属製建具等は製作に先立ち施工計画書及び施工図を提出し、承諾を得た後に製作する。５．　金属製建具等は製作に先立ち施工計画書及び施工図を提出し、承諾を得た後に製作する。５．　金属製建具等は製作に先立ち施工計画書及び施工図を提出し、承諾を得た後に製作する。５．　金属製建具等は製作に先立ち施工計画書及び施工図を提出し、承諾を得た後に製作する。５．　金属製建具等は製作に先立ち施工計画書及び施工図を提出し、承諾を得た後に製作する。

　火気使用時（アーク溶接等）には床、壁共防災シートの　火気使用時（アーク溶接等）には床、壁共防災シートの　火気使用時（アーク溶接等）には床、壁共防災シートの　火気使用時（アーク溶接等）には床、壁共防災シートの　火気使用時（アーク溶接等）には床、壁共防災シートの　火気使用時（アーク溶接等）には床、壁共防災シートの　火気使用時（アーク溶接等）には床、壁共防災シートの養生を行い消火器を設置する事。養生を行い消火器を設置する事。養生を行い消火器を設置する事。養生を行い消火器を設置する事。養生を行い消火器を設置する事。養生を行い消火器を設置する事。養生を行い消火器を設置する事。

２）　各階の工事場所はLGS65＋厚12.5石膏ﾎﾞｰﾄﾞにて仮囲いを行う事。２）　各階の工事場所はLGS65＋厚12.5石膏ﾎﾞｰﾄﾞにて仮囲いを行う事。２）　各階の工事場所はLGS65＋厚12.5石膏ﾎﾞｰﾄﾞにて仮囲いを行う事。２）　各階の工事場所はLGS65＋厚12.5石膏ﾎﾞｰﾄﾞにて仮囲いを行う事。２）　各階の工事場所はLGS65＋厚12.5石膏ﾎﾞｰﾄﾞにて仮囲いを行う事。２）　各階の工事場所はLGS65＋厚12.5石膏ﾎﾞｰﾄﾞにて仮囲いを行う事。２）　各階の工事場所はLGS65＋厚12.5石膏ﾎﾞｰﾄﾞにて仮囲いを行う事。

９．　壁、床養生撤去後、室内ｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行う事。９．　壁、床養生撤去後、室内ｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行う事。９．　壁、床養生撤去後、室内ｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行う事。９．　壁、床養生撤去後、室内ｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行う事。９．　壁、床養生撤去後、室内ｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行う事。９．　壁、床養生撤去後、室内ｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行う事。９．　壁、床養生撤去後、室内ｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行う事。

工　事　概　要工　事　概　要工　事　概　要工　事　概　要工　事　概　要工　事　概　要工　事　概　要

４） 取合部分・床、壁、天井の仕上（下地共）撤去復旧４） 取合部分・床、壁、天井の仕上（下地共）撤去復旧４） 取合部分・床、壁、天井の仕上（下地共）撤去復旧４） 取合部分・床、壁、天井の仕上（下地共）撤去復旧４） 取合部分・床、壁、天井の仕上（下地共）撤去復旧４） 取合部分・床、壁、天井の仕上（下地共）撤去復旧４） 取合部分・床、壁、天井の仕上（下地共）撤去復旧

５） その他上記改修に伴う備品等撤去復旧及び新設５） その他上記改修に伴う備品等撤去復旧及び新設５） その他上記改修に伴う備品等撤去復旧及び新設５） その他上記改修に伴う備品等撤去復旧及び新設５） その他上記改修に伴う備品等撤去復旧及び新設５） その他上記改修に伴う備品等撤去復旧及び新設５） その他上記改修に伴う備品等撤去復旧及び新設

２．　耐震スリット工事を行う。　２．　耐震スリット工事を行う。　２．　耐震スリット工事を行う。　２．　耐震スリット工事を行う。　２．　耐震スリット工事を行う。　２．　耐震スリット工事を行う。　２．　耐震スリット工事を行う。　

横浜市まちづくり調整局横浜市まちづくり調整局横浜市まちづくり調整局横浜市まちづくり調整局横浜市まちづくり調整局横浜市まちづくり調整局横浜市まちづくり調整局

上白根中学校耐震補強その他工事上白根中学校耐震補強その他工事上白根中学校耐震補強その他工事上白根中学校耐震補強その他工事上白根中学校耐震補強その他工事上白根中学校耐震補強その他工事上白根中学校耐震補強その他工事 ０６．０２０６．０２０６．０２０６．０２０６．０２０６．０２０６．０２

上白根中学校耐震補強その他工事上白根中学校耐震補強その他工事上白根中学校耐震補強その他工事上白根中学校耐震補強その他工事上白根中学校耐震補強その他工事上白根中学校耐震補強その他工事上白根中学校耐震補強その他工事

昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口 校長校長校長校長校長校長校長 職員室職員室職員室職員室職員室職員室職員室 事務事務事務事務事務事務事務 昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口 金工木工室金工木工室金工木工室金工木工室金工木工室金工木工室金工木工室

準備室準備室準備室準備室準備室準備室準備室電気電気電気電気電気電気電気 玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関 ﾎﾟｰﾁﾎﾟｰﾁﾎﾟｰﾁﾎﾟｰﾁﾎﾟｰﾁﾎﾟｰﾁﾎﾟｰﾁ

受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽

屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

公道公道公道公道公道公道公道

公道公道公道公道公道公道公道

公道公道公道公道公道公道公道

公道公道公道公道公道公道公道

14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000

±０±０±０±０±０±０±０

＋９１０＋９１０＋９１０＋９１０＋９１０＋９１０＋９１０

－２０００－２０００－２０００－２０００－２０００－２０００－２０００

＋３４０＋３４０＋３４０＋３４０＋３４０＋３４０＋３４０

＋１２２０＋１２２０＋１２２０＋１２２０＋１２２０＋１２２０＋１２２０
＋１４００＋１４００＋１４００＋１４００＋１４００＋１４００＋１４００

1
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

14,00014,00014,00014,00014,00014,00014,000

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫 倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

器材庫器材庫器材庫器材庫器材庫器材庫器材庫

１．　本校舎教室及び廊下部分にＫ型ブレース耐震壁を設置し、これに伴う改修工事を行う。１．　本校舎教室及び廊下部分にＫ型ブレース耐震壁を設置し、これに伴う改修工事を行う。１．　本校舎教室及び廊下部分にＫ型ブレース耐震壁を設置し、これに伴う改修工事を行う。１．　本校舎教室及び廊下部分にＫ型ブレース耐震壁を設置し、これに伴う改修工事を行う。１．　本校舎教室及び廊下部分にＫ型ブレース耐震壁を設置し、これに伴う改修工事を行う。１．　本校舎教室及び廊下部分にＫ型ブレース耐震壁を設置し、これに伴う改修工事を行う。１．　本校舎教室及び廊下部分にＫ型ブレース耐震壁を設置し、これに伴う改修工事を行う。

１）　　鉄骨枠付ブレースの設置　　　　　　７ヶ所（Ｋ型：７ヶ所）１）　　鉄骨枠付ブレースの設置　　　　　　７ヶ所（Ｋ型：７ヶ所）１）　　鉄骨枠付ブレースの設置　　　　　　７ヶ所（Ｋ型：７ヶ所）１）　　鉄骨枠付ブレースの設置　　　　　　７ヶ所（Ｋ型：７ヶ所）１）　　鉄骨枠付ブレースの設置　　　　　　７ヶ所（Ｋ型：７ヶ所）１）　　鉄骨枠付ブレースの設置　　　　　　７ヶ所（Ｋ型：７ヶ所）１）　　鉄骨枠付ブレースの設置　　　　　　７ヶ所（Ｋ型：７ヶ所）

計　７ヶ所計　７ヶ所計　７ヶ所計　７ヶ所計　７ヶ所計　７ヶ所計　７ヶ所

耐震スリット工事は外部側からの施工とする（１階部分は両側から施工する。２階以上は外部側からの施工を行う。）耐震スリット工事は外部側からの施工とする（１階部分は両側から施工する。２階以上は外部側からの施工を行う。）耐震スリット工事は外部側からの施工とする（１階部分は両側から施工する。２階以上は外部側からの施工を行う。）耐震スリット工事は外部側からの施工とする（１階部分は両側から施工する。２階以上は外部側からの施工を行う。）耐震スリット工事は外部側からの施工とする（１階部分は両側から施工する。２階以上は外部側からの施工を行う。）耐震スリット工事は外部側からの施工とする（１階部分は両側から施工する。２階以上は外部側からの施工を行う。）耐震スリット工事は外部側からの施工とする（１階部分は両側から施工する。２階以上は外部側からの施工を行う。）

凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例

Ｋ型ブレースを示すＫ型ブレースを示すＫ型ブレースを示すＫ型ブレースを示すＫ型ブレースを示すＫ型ブレースを示すＫ型ブレースを示す

職員職員職員職員職員職員職員

更衣更衣更衣更衣更衣更衣更衣

教育教育教育教育教育教育教育
相談相談相談相談相談相談相談

印刷印刷印刷印刷印刷印刷印刷

資料資料資料資料資料資料資料 会議室会議室会議室会議室会議室会議室会議室 保健室保健室保健室保健室保健室保健室保健室
教育教育教育教育教育教育教育
相談相談相談相談相談相談相談

１） １階部分　２７ヶ所１） １階部分　２７ヶ所１） １階部分　２７ヶ所１） １階部分　２７ヶ所１） １階部分　２７ヶ所１） １階部分　２７ヶ所１） １階部分　２７ヶ所

４） ４階部分　２ヶ所４） ４階部分　２ヶ所４） ４階部分　２ヶ所４） ４階部分　２ヶ所４） ４階部分　２ヶ所４） ４階部分　２ヶ所４） ４階部分　２ヶ所

（１階部分は両面スリット　２階以上は外部からの片面スリット）（１階部分は両面スリット　２階以上は外部からの片面スリット）（１階部分は両面スリット　２階以上は外部からの片面スリット）（１階部分は両面スリット　２階以上は外部からの片面スリット）（１階部分は両面スリット　２階以上は外部からの片面スリット）（１階部分は両面スリット　２階以上は外部からの片面スリット）（１階部分は両面スリット　２階以上は外部からの片面スリット）

耐震補強完了棟耐震補強完了棟耐震補強完了棟耐震補強完了棟耐震補強完了棟耐震補強完了棟耐震補強完了棟
今回耐震補強施工棟今回耐震補強施工棟今回耐震補強施工棟今回耐震補強施工棟今回耐震補強施工棟今回耐震補強施工棟今回耐震補強施工棟

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫 資料室資料室資料室資料室資料室資料室資料室

技術技術技術技術技術技術技術
員室員室員室員室員室員室員室

男子男子男子男子男子男子男子 女子女子女子女子女子女子女子

職員便所職員便所職員便所職員便所職員便所職員便所職員便所

２） ２階部分　２３ヶ所２） ２階部分　２３ヶ所２） ２階部分　２３ヶ所２） ２階部分　２３ヶ所２） ２階部分　２３ヶ所２） ２階部分　２３ヶ所２） ２階部分　２３ヶ所

３） ３階部分　１９ヶ所３） ３階部分　１９ヶ所３） ３階部分　１９ヶ所３） ３階部分　１９ヶ所３） ３階部分　１９ヶ所３） ３階部分　１９ヶ所３） ３階部分　１９ヶ所

計　７１ヶ所計　７１ヶ所計　７１ヶ所計　７１ヶ所計　７１ヶ所計　７１ヶ所計　７１ヶ所

３．　その他の関連工事、を行う。　　３．　その他の関連工事、を行う。　　３．　その他の関連工事、を行う。　　３．　その他の関連工事、を行う。　　３．　その他の関連工事、を行う。　　３．　その他の関連工事、を行う。　　３．　その他の関連工事、を行う。　　

４．　屋上防水工事を行う。　　４．　屋上防水工事を行う。　　４．　屋上防水工事を行う。　　４．　屋上防水工事を行う。　　４．　屋上防水工事を行う。　　４．　屋上防水工事を行う。　　４．　屋上防水工事を行う。　　

屋上防水工事は外部足場を設置し工事場所への昇降を行う。（工事期間は耐震工事終了後１ヶ月程度とする）屋上防水工事は外部足場を設置し工事場所への昇降を行う。（工事期間は耐震工事終了後１ヶ月程度とする）屋上防水工事は外部足場を設置し工事場所への昇降を行う。（工事期間は耐震工事終了後１ヶ月程度とする）屋上防水工事は外部足場を設置し工事場所への昇降を行う。（工事期間は耐震工事終了後１ヶ月程度とする）屋上防水工事は外部足場を設置し工事場所への昇降を行う。（工事期間は耐震工事終了後１ヶ月程度とする）屋上防水工事は外部足場を設置し工事場所への昇降を行う。（工事期間は耐震工事終了後１ヶ月程度とする）屋上防水工事は外部足場を設置し工事場所への昇降を行う。（工事期間は耐震工事終了後１ヶ月程度とする）

屋上防水工事は仕様は大屋根（合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水とする）、ＰＨ屋根は（ｳﾚﾀﾝ塗膜防水とする）屋上防水工事は仕様は大屋根（合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水とする）、ＰＨ屋根は（ｳﾚﾀﾝ塗膜防水とする）屋上防水工事は仕様は大屋根（合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水とする）、ＰＨ屋根は（ｳﾚﾀﾝ塗膜防水とする）屋上防水工事は仕様は大屋根（合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水とする）、ＰＨ屋根は（ｳﾚﾀﾝ塗膜防水とする）屋上防水工事は仕様は大屋根（合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水とする）、ＰＨ屋根は（ｳﾚﾀﾝ塗膜防水とする）屋上防水工事は仕様は大屋根（合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水とする）、ＰＨ屋根は（ｳﾚﾀﾝ塗膜防水とする）屋上防水工事は仕様は大屋根（合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水とする）、ＰＨ屋根は（ｳﾚﾀﾝ塗膜防水とする）

中原街道中原街道中原街道中原街道中原街道中原街道中原街道

至る中山至る中山至る中山至る中山至る中山至る中山至る中山

至る三ツ境至る三ツ境至る三ツ境至る三ツ境至る三ツ境至る三ツ境至る三ツ境

至る鶴ヶ峰至る鶴ヶ峰至る鶴ヶ峰至る鶴ヶ峰至る鶴ヶ峰至る鶴ヶ峰至る鶴ヶ峰

交番交番交番交番交番交番交番

大池小大池小大池小大池小大池小大池小大池小

上白根中上白根中上白根中上白根中上白根中上白根中上白根中

ひかりヶ丘団地ひかりヶ丘団地ひかりヶ丘団地ひかりヶ丘団地ひかりヶ丘団地ひかりヶ丘団地ひかりヶ丘団地

男子男子男子男子男子男子男子 女子女子女子女子女子女子女子

便所便所便所便所便所便所便所 便所便所便所便所便所便所便所

美術室美術室美術室美術室美術室美術室美術室 準備準備準備準備準備準備準備

屋根屋根屋根屋根屋根屋根屋根

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室 普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

男子男子男子男子男子男子男子 女子女子女子女子女子女子女子

便所便所便所便所便所便所便所 便所便所便所便所便所便所便所

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室 普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

３階平面図　1/500３階平面図　1/500３階平面図　1/500３階平面図　1/500３階平面図　1/500３階平面図　1/500３階平面図　1/500

２階平面図　1/500２階平面図　1/500２階平面図　1/500２階平面図　1/500２階平面図　1/500２階平面図　1/500２階平面図　1/500

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室 普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

男子男子男子男子男子男子男子 女子女子女子女子女子女子女子

便所便所便所便所便所便所便所 便所便所便所便所便所便所便所

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室 普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

４階平面図　1/500４階平面図　1/500４階平面図　1/500４階平面図　1/500４階平面図　1/500４階平面図　1/500４階平面図　1/500

屋階平面図　1/500屋階平面図　1/500屋階平面図　1/500屋階平面図　1/500屋階平面図　1/500屋階平面図　1/500屋階平面図　1/500

屋根屋根屋根屋根屋根屋根屋根

便所便所便所便所便所便所便所

便所便所便所便所便所便所便所

便所便所便所便所便所便所便所

屋根屋根屋根屋根屋根屋根屋根

屋根屋根屋根屋根屋根屋根屋根

理科室理科室理科室理科室理科室理科室理科室準備準備準備準備準備準備準備準備準備準備準備準備準備準備 調理室調理室調理室調理室調理室調理室調理室

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室準備準備準備準備準備準備準備 音楽室音楽室音楽室音楽室音楽室音楽室音楽室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

放送放送放送放送放送放送放送

スタジオスタジオスタジオスタジオスタジオスタジオスタジオ

ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑﾌﾟﾚｲﾙｰﾑﾌﾟﾚｲﾙｰﾑﾌﾟﾚｲﾙｰﾑﾌﾟﾚｲﾙｰﾑﾌﾟﾚｲﾙｰﾑﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ

準備準備準備準備準備準備準備 視聴覚室視聴覚室視聴覚室視聴覚室視聴覚室視聴覚室視聴覚室

準備準備準備準備準備準備準備 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ

準備準備準備準備準備準備準備 被服室被服室被服室被服室被服室被服室被服室

個別支援個別支援個別支援個別支援個別支援個別支援個別支援 個別支援個別支援個別支援個別支援個別支援個別支援個別支援 図書室図書室図書室図書室図書室図書室図書室

屋根屋根屋根屋根屋根屋根屋根

合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水

ＰＨ屋根：既存塗膜防水の上にＰＨ屋根：既存塗膜防水の上にＰＨ屋根：既存塗膜防水の上にＰＨ屋根：既存塗膜防水の上にＰＨ屋根：既存塗膜防水の上にＰＨ屋根：既存塗膜防水の上にＰＨ屋根：既存塗膜防水の上に

Ｓ－Ｆ２工法（軽歩行）Ｓ－Ｆ２工法（軽歩行）Ｓ－Ｆ２工法（軽歩行）Ｓ－Ｆ２工法（軽歩行）Ｓ－Ｆ２工法（軽歩行）Ｓ－Ｆ２工法（軽歩行）Ｓ－Ｆ２工法（軽歩行）

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（Ｘ－２）ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（Ｘ－２）ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（Ｘ－２）ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（Ｘ－２）ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（Ｘ－２）ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（Ｘ－２）ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（Ｘ－２）

ＰＨ屋根：既存塗膜防水の上にＰＨ屋根：既存塗膜防水の上にＰＨ屋根：既存塗膜防水の上にＰＨ屋根：既存塗膜防水の上にＰＨ屋根：既存塗膜防水の上にＰＨ屋根：既存塗膜防水の上にＰＨ屋根：既存塗膜防水の上に

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（Ｘ－２）ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（Ｘ－２）ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（Ｘ－２）ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（Ｘ－２）ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（Ｘ－２）ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（Ｘ－２）ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（Ｘ－２）

合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水

Ｓ－Ｆ２工法（軽歩行）Ｓ－Ｆ２工法（軽歩行）Ｓ－Ｆ２工法（軽歩行）Ｓ－Ｆ２工法（軽歩行）Ｓ－Ｆ２工法（軽歩行）Ｓ－Ｆ２工法（軽歩行）Ｓ－Ｆ２工法（軽歩行）

真
北

真
北

真
北

真
北

真
北

真
北

真
北

工事場所：横浜市旭区上白根町８６８番地工事場所：横浜市旭区上白根町８６８番地工事場所：横浜市旭区上白根町８６８番地工事場所：横浜市旭区上白根町８６８番地工事場所：横浜市旭区上白根町８６８番地工事場所：横浜市旭区上白根町８６８番地工事場所：横浜市旭区上白根町８６８番地
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旧上白根中学校の後利用に関するアンケート調査について 

 

 

１ 実施期間  

 令和６年 10月下旬から 11月 29 日（金）まで  

２ アンケート方法  

 対象区域内の住戸へアンケート用紙及び返信用封筒をポスティングし、郵送による回答を依頼 

３ 対象地域  

  旧上白根中学校の通学対象区域 

  ※上白根町の一部（中原街道より北側） 

４ 回答数  

 803 件（回答率：23.7％） ※【参考】投函数：3,389 件  

 

５ 回答結果 

※（）内は回答／回答者 

 

後施設として望ましいと思われる主となる用途や機能に○をつけてください（複数回答可）。 

 

「その他」の主な内訳：スーパー（92件）、飲食店（31件）、地域防災拠点等の防災関連施設(23件)、病

院（16件）、図書館（15件）、商業施設（13件）、スポーツ施設（13件）、保育施設(9件)、公園・広場（8

件） 
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後施設として望ましいと思われる付帯的な用途や機能に○をつけてください（複数回答可）。また、○を

つけた選択肢について、具体的な施設名称や機能があれば記載してください。「地域交流に資するもの」

については、（１）～（４）から選択し、数字に○をつけてください。 

 

「その他」の主な内訳：図書館（15 件）、体育館・運動場・スポーツ施設（12件）、スーパー（5件）、駐

車場（5件） 

 

 

 

 



回答者の年代を教えてください。 

 

 

加入している自治会町内会名を教えてください。 

 

 

６ 今後の方向性  

  アンケート調査の結果を踏まえ、最もニーズの大きい地域防災拠点の機能は残しつつ、それ以外の用

途や機能についてはサウンディング型市場調査を実施し、実現可能性を確認していきます。 



地域防災拠点の要件

開
設
・
運
営

横浜市内で1か所でも、震度５強以上の地震を観測した場合に地域防災拠点を開設
し、地震によって自宅で暮らすことができなくなった人等が当面の生活を送る場所
となります。避難者が一時的に生活するための食料・水を備蓄するとともに、必要
な資機材などを整備しています。地域防災拠点の主な役割は、①避難所、②食料・
水等の備蓄場所、③安否情報・被害情報・救援物資情報の収集・伝達場所です。
開設及び運営は、地域住民で組織する「地域防災拠点運営委員会」が中心となっ

て行います。深夜の発災等に備え、あらかじめ、避難スペースとなる場所等へ通じ
る鍵を行政・地域でも保持します。

面
積
・
ス
ペ
ー
ス

発災時には、次のスペースを地域防災拠点として使用します。（平時は事業者に
よって利用している部屋等を、発災時に提供いただくものです。）

１ 発災時に、廊下、階段、トイレ等の共用部分のほか、屋内避難スペース等とし
て約2,000㎡を使用します。
※１ 約2,000㎡の考え方としては、横浜市防災計画上、主たる避難スペースの他

に、女性、乳幼児、高齢者、障害者等に配慮するための部屋として、利用す
ることになります。

※２ 現状は、体育館、１階～３階教室を避難スペース等として使用しています。
※３ 避難スペースとして利用する場所（約2,000㎡）に事業者が空調設備を設置

する場合は、発災時に使用させていただく可能性があります。その際の光熱
水費は、横浜市が負担します。
事業者が避難スペースに空調設備を設置しない場合は、横浜市が設置する

可能性がありますので、設置の際には工事場所の提供等のご協力をお願いし
ます。

２ 発災時には、前記の他、炊き出し、仮設トイレ設置、ペット一時避難場所等の
ため、屋外スペースを使用します。具体的な使用範囲については、事業者決定後
に横浜市、地域防災拠点運営委員と事業者にて協議の上決定することとします。

３ １，２のスペースについては、年間数回、防災訓練等のため、地域住民や本市
職員等が立ち入ることがあります。

設
備

1 防災備蓄庫（既存倉庫の残置や平時からのスペース提供）
・ 平時から、避難者向けの備蓄食料や飲料水、避難生活に必要な資機材や救助資

機材を格納するための倉庫です。
・ 防災備蓄庫の設置場所により以下のパターンが想定されます。
（A）既設備蓄庫の残置及び追加スペースの提供

現在の防災備蓄庫（約32㎡：校庭に設置）を残置し、追加スペース（約8㎡）
を用意していただく必要があります。（備蓄庫整備は横浜市が負担）

（B）新規スペースの貸与（既設備蓄庫の撤去等が必要な場合）
防災備蓄庫として必要なスペース（40㎡程度）を用意していただく必要が

あります（備蓄庫整備は横浜市が負担）。また、建物内の教室等のスペースの
場合は防火管理者も併せてお願いすることがあります。（例：１教室＝64㎡）

・ 年間数回、備蓄食料や資機材等の更新のため、業者が立ち入ることがあります。
・ 防災備蓄庫に格納する物品の増減により、備蓄スペースの調整をお願いする可

能性があります。

２ 下水直結式仮設トイレ（通称：ハマッコトイレ）
・ 地域防災拠点へ設置する、公共下水道管に直結した屋外仮設トイレです（整備

は横浜市が負担）。
・ 周辺道路の既設下水管から、施設敷地内に新たに下水管及びマンホール等を整

備し、発災時には、整備したマンホールの上に仮設トイレ（平時は防災備蓄庫
等に格納）を設置して使用します。
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設
備

※ 事業でプールを活用（通年水を張っている状態）する場合、その水をハマッコ
トイレ排水用の水源として利用することにご協力いただきます。プールを残置し
ない場合、本市でハマッコトイレ用貯水槽(40㎡)の整備を行います。

３ デジタル移動無線機 ※既設設備の残置
・ 地域防災拠点へ設置している、非常用通信設備です。
・ 旧職員室及び校長室に設置済みです。
・ 設置場所は本市と事前に協議の上、変更することも可能です。
・ 現状では、職員室の出入り口付近（廊下側）にモジュラージャックを設置して

おり、防災備蓄庫に保管している電話機を接続することで、デジタル移動無線
として使用可能になります。

・ 平時の電気代（待機電力）は事業者にて負担していただきます。

４ インターネット環境の確保について
・ 発災時及び訓練時は、パソコン等を使用して地域防災拠点と防災対策本部等が

情報受伝達を実施することとしており、インターネット回線が必要です。
・ 情報受伝達を行う場所は、デジタル移動無線機の場所と同様であり、当該場所

において、事業者がインターネット回線の敷設またはWi-Fi等によるインター
ネット回線を整備する場合は、発災時に使用させていただく可能性があります。
その際の光熱水費は、横浜市が負担します。
事業者がインターネット回線を整備しない場合は、横浜市が設置する可能性が
ありますので、設置の際には工事場所の提供等のご協力をお願いします。

５ 災害時特設公衆電話 ※既設設備の残置
・ 避難者が使用するための仮設公衆電話機能です。モジュラージャックを設置し

ており、発災時には防災備蓄庫に保管している電話機を接続して避難者が使用
します。

・ 体育館に設置済みです。
・ 体育館を事業者がそのまま使用する場合は、設置済みのものをそのまま使用し

ます。
・ 体育館を撤去する場合等は、事業者決定後、横浜市と協議の上、電話線を接続

するためのモジュラージャックを新設します（整備は横浜市が負担）。

６ 緊急給水栓 ※既設設備の残置
・ 発災時に飲料水を確保するための設備で、地震に強い水道管に仮設の蛇口を取

り付けて給水する施設です。
・ この施設は発災直後から、横浜市水道局職員等が断水状況を踏まえて順次蛇口

を開設していきます。（緊急給水栓を使用した際に、水道料金は発生しませ
ん。）

・ この施設は、地域住民の方が参加する防災訓練時や施設内で行う応急給水装置
などの点検の際に使用します。

・ 発災した際の使用期間は、周辺地域の断水が解消されるまで使用します。

施
設
管
理
者

１ 発災時は避難所としての使用を優先してください。
２ 地域防災拠点運営委員会への参画及び防災訓練への参加をしてください。
３ 地域防災拠点運営委員会等が地域防災拠点の開設や上記設備の点検等を行う際、
敷地や屋内避難スペースの開錠等に協力してください。

４ 地域防災拠点の開設に必要な鍵を運営委員会及び区役所に貸与してください。
５ 施設の安全管理を行ってください。
６ 横浜市内で災害が発生した場合において地域防災拠点として使用する場合の
光熱水費は本市が負担しますが、平常時に地域防災拠点で行う訓練・会議や設備
点検等で発生した光熱水費は事業者にて負担していただきます。

そ
の
他

風水害時にも一時的な避難場所として使用する可能性があります。

※上表に記載のほか、詳細な事項については、事業者決定後、横浜市・地域防災拠点運営委員

会・事業者の３者にて協議の上決定することとします。
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